
議案第 17号 

 

   平成 24年度大磯町一般会計補正予算（第９号） 

 

 平成 24年度大磯町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５２，０４９千円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０，０５３，１８０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

（繰越明許費） 

第３条 地方自治法第 213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は、「第３表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為の補正） 

第４条 債務負担行為の追加及び変更は、「第４表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第５条 地方債の変更は、「第５表 地方債補正」による。 

 

 

  平成 25年２月 15日提出 

 

 

大磯町長 中 﨑 久 雄    

 



第 1表  歳入歳出予算補正

歳  入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

9地方特例交付金

千円

40,000

千 円

∠ゝ 13,174

十 円

26,826

1地方特例交付金 40,000 △ 13,174 26,826

10地方交付税 680,000 ∠ゝ 13,162 666,838

1地方交付税 680,000 ∠ゝ 13,162 666,838

14巨 ]庫支出金 800,411 27,997 828,408

1国庫負担金 590,300 15,631 605,931

2国庫補助金 202,149 12,366 214,515

15 鋳支出金 629,543 ∠ゝ74,639 554,904

1県負担金 281,350 8,441 289,791

2県補助金 238,906 ∠ゝ 83,080 155,826

16財産収入 129,317 ∠ゝ 2,985 126,332

1財産運用収入 20,317 ∠ゝ2,985 17,332

18務 入 金 768,562 60,414 828,976

1特別会計繰入金 193,568 2 193,570

2基金繰入金 574,994 60,412 635,406

21町債 1,095,000 ∠ゝ36,500 1,058,500

1町債 1,095,000 ∠ゝ 36,500 1,058,500

歳 入
△
ロ 計 10,105,229 ∠ゝ52,049 10,053,180
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歳  出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

2紹 務費

† 円

1,513,319

† 円

24,371

† 円

1,537,690

1総務管理費 985,293 26, つ
４

０
０ 1,011,475

2徴税費 186,271 1,697 187,968

3戸籍住民基本台帳費 94,690 ∠ゝ 1,639 93,051

7地域協働費 200,028 △ 1,869 198,159

3戸 生費 2,981,635 ∠ゝ 19,643 2,961,992

1社会福祉費 1,877,395 106,970 1,984,365

2児童福祉費 1 104, 140 △ 126,613 977,527

4各 生費 1,473,071 ∠ゝ 41,056 1,432,015

1保健衛生費 268,657 3,898 272,555

2清掃費 1,204,414 ∠ゝ 44,954 1,159,460

7商工費 109, 146 0 109, 146

1商工費 109,146 0 109, 146

8土 木費 1,335,120 ∠ゝ4,449 1,330,671

2道路橋 りょう費 302,845 0 302,845

4都市計画費 839,928 1,000 840,928

5住宅費 25,648 ∠ゝ 5,449 20,199

9消防費 416,078 395 416,473

1消防費 416,078 395 416,473

10参 育費 864,750 ∠ゝ4,107 860,643

1教育総務費 185,758 329 186,087

2小学校費 299,506 ∠ゝ 5,376 294,130

3中学校費 45,550 940 46,490

12公債費 831,685 ∠ゝ 7,560 824,125

11公
債費 831,685 ∠ゝ 7,560 824,

つ
４
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

千 円 千 円 千 円

歳 出 合 計 10,105,229 ∠ゝ52,049 10,053,180

-4-



第 2表 継続費補正

第 3表 繰越明許費

(単位 千円)

款 項 事 業 名 区 分

10教育費 小学校費
大磯小学校体育館耐震
改修事業

補 正 後

総 額 年 度 年割額

73,690
平成24年度 42,828

平成25年度 30,862

補 正 前

総 額 年 度 年割額

85,468
平成24年度 51,281

平成25年度 34,187

(単位 千円)

款 項 事  業  名 金  額

8土木費 2道路橋 りょう費 国府本郷西小磯 1号線整備事業 91,243

8土木費 2道路橋 りょう費 月京 1号線整備事業 1,233

第 4表 債務負担行為補正

(追加) (単位 千円)

事   項 期   間 限 度 額

平成25年 4月 1日 から契約の
履行を必要とする業務

平成25年度
平成25年 4月 1日 から契約業
務を必要とする業務にかかる
金額

(変更)

事   項 区   分 限 度 額

町内私立幼稚園補助事業

補 正 後 39,051

補 正 前 39,650

-5-



第 5表 地方債補正

(変更) (単位 千円)

起 債 の 目 的 区 分 限度額 起債の方法 利  率 償還の方法

ごみ処理広域化事業
補正後 379,500

普通貸借
又は

証券発行

年5.0%以
内 (ただし、
利率見直 し方
式で借 り入れ
る政府資金等
について、利
率の見直 しを

行つた後にお
いては、当該
見直 し後の利
率 )

政府資金について

は、その融資条件に
より、銀行その他の

場合にはその債権者
と協定するものによ

る。ただし、町財政
の都合により据置期
間及び償還期間を短

縮 し、又は繰上償還

若 しくは低利に借換
することができる。

補正前 416,000 同  上 同 上 同 上

計
補正後 1,058,500

補正前 1,095,000
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